
健　康　診　断　書　　　　（松江市養護老人ホーム入所用）
	氏名
	
	男 ・ 女
	大 ・ 昭
	年　　月　　日

	住所
	

	身長
	cm
	体重
	kg
	最終診察日
	令和　年　月　日

	現病名
	1.
2.
3.
4.
5.
	1.（S・H・R　　年　　月　　日頃から）
2.（S・H・R　　年　　月　　日頃から）
3.（S・H・R　　年　　月　　日頃から）
4.（S・H・R　　年　　月　　日頃から）
5.（S・H・R　　年　　月　　日頃から）

	【症状の概要】


	既往歴
	1.
2.
3.
	1.（S・H・R　　年　　月　　頃）
2.（S・H・R　　年　　月　　頃）
3.（S・H・R　　年　　月　　頃）

	伝染性疾患
	HCV抗原 【　＋　・　－　】　/　HBS抗原【　＋　・　－　】　/　TPHA【　＋　・　－　】
結核【　有　・　無　】　/　その他【　　　　　　】

	精神の状況
	※認知症（周辺症状・HDS-R等）、その他の精神・神経症状等あれば記入

	
	

	四肢の状況
	※麻痺、拘縮、運動障害等あれば記入

	
	

	医師意見
	●通院の要否
通院不要　・　要通院【頻度：（ 週 ・ 月 ・ 年 ）　　　　　　回】
【通院先の変更：　可　・　不可（　　　　）】

	
	●入所に対する意見（自由記載）　※裏面を参考にしてください	


	上記のとおり診断します。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　医　師　名　　　　　　　　　　　　　　印




（裏面）

[bookmark: _GoBack]◎養護老人ホームの概要
護老人ホームは、現在置かれている環境では生活が難しく、経済的にも困窮している６５歳以上の高齢者が市区町村長の措置によって入所できる施設です。
入所者が自立した生活を送れるよう食事の提供、生活相談、金銭管理といった生活支援サービスが提供されており、概ね要介護２程度までの方を対象としています。

◎老人ホームの入所措置の基準
法第11条第1項第1号の規定に基づき老人を養護老人ホームへ入所措置できるのは、当該老人が環境上の事情および経済的事情の双方に該当する場合です。

環境上の事情については、次のア及びイに該当する必要があります。
	事項
	基準

	ア 健康状態


	身体的・精神的・感染症その他の医療上の理由により、入院加療を必要とする病態に該当しないこと

※施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要ですが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しません。


	イ 環境の状況
	家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

（例）
■住居環境が生活に適さない場合
・老朽化、破損により安全性が確保できない
・寒冷や高温に対する環境調整が困難
・住宅の立地や屋内環境により移動が困難

■家族において適切な福祉を図ることが困難な場合
・同居家族の病気、高齢等により支援ができない
・家族からの暴力、暴言、経済的搾取、ネグレクト

■利用可能な支援を活用しても在宅生活が困難な場合
・介護サービスやその他の支援を導入しても生活課題が解決しない
など　　




（備考）この診断書は老人ホーム入所のために使用するものです。

